様式第１号（第７条関係）

三木市ふれあいサロン活動促進事業補助金交付申請書

　　年　　月　　日

　三　木　市　長　　様

団体名　　　　みきサロンの会　　　　　　　　　　　　

代表者名　　　　　三木　太郎　　　　　　　　
所在地　〒６７３－○○○○　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三木市上の丸町○○○-〇〇　　　　　　

代表者電話番号　　　７２－〇〇〇○　　　 　

　三木市ふれあいサロン活動促進事業補助金の交付を受けたいので、三木市ふれあいサロン活動促進事業補助金交付要綱第７条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
記

１　サロン活動の概要

	サロン名
	みきふれあいサロン　わいわい

	開設場所
	三木市〇〇町○○　「〇〇集会場」

	団体の活動目的
	○○地区内の高齢者、障がいのある方等を中心に世代を超えた多くの方が集まって、情報交換や茶話会を開催し、仲間の輪を広げ、共に支え合い、元気に生活を送るため。

	主な活動資金
	１.会費　２.参加費　３.補助金　４.その他（　　　　）

	団体の設立年月
	　平成２５年６月
	構成員数

（構成員名簿の人数）
	　６　人



２　活動費総額　　　　　　７３，６００　円


３　交付申請額　　　　　　５６，５００　円


４　添付書類

　(1)　事業計画書（様式第２号）
　(2)　収支予算書（様式第３号）

　(3)　構成員名簿
(4)　会則その他団体の活動内容を確認できる書類
(5)　その他
　

様式第２号（第７条関係）

（　　/　　）

事業計画書
サロン名：　　みきふれあいサロン　わいわい　　　

	月　　日

（時間）
	活動内容

（具体的に）
	開設場所
	対象者　
	サロン利用　　総参加人数
　　　(人)
	補助の対象となるサロン利用者の参加予定人数（構成員を除く）

	
	
	
	
	
	５人以上
１０人未満
	１０人以上

２０人未満
	２０人以上

	４月２３日（ 土 ）

（10:00～12:00）
	茶話会を開催
	○○集会場
	高齢者・子ども・障がいのある方他
	　１５人
	
	○
	

	５月２１日（ 土 ）

（10:00～12:00）
	茶話会を開催
	○○集会場
	高齢者・地域住民
	５人
	○
	
	

	６月１８日（ 土 ）

（10:00～12:00）
	茶話会をしながら落語を聞く
	○○集会場
	地域住民他
	３０人
	
	
	○

	７月１６日（ 土 ）

（10:00～12:00）
	茶話会を開催
	○○集会場
	子ども・保護者・地域住民他
	１５人
	
	○
	

	８月２０日（ 土 ）

（10:00～12:00）
	子どもたちと昔遊び、茶話会
	○○集会場
	高齢者・子ども・障がいのある方他
	４０人
	
	
	○

	９月１７日（ 土 ）

（10:00～12:00）
	茶話会を開催
	○○集会場
	児童・障がいのある方他
	３０人
	
	
	○

	１０月１５日（ 土 ）

（10:00～12:00）
	茶話会
	○○集会場
	高齢者・障がいのある方・地域住民他
	１５人
	
	○
	

	１１月１９日（ 土 ）

（10:00～15:00）
	昼食を作って食べ、後に談笑
	○○集会場
	高齢者・児童・障がいのある方他
	４０人
	
	
	○

	１２月１７日（ 土 ）

（10：00～14：00）
	クリスマス会（午前・午後）
	○○集会場
	高齢者・子ども・障がいのある方他
	５０人
	
	
	○

	１月２１日（ 土 ）

（10:00～12:00）
	茶話会と講話を聞く
	○○集会場
	高齢者・地域住民他
	３０人
	
	
	○

	２月１８日（ 土 ）

（13:00～16:00）
	茶話会と工作
	○○集会場
	児童・保護者・地域住民他
	１５人
	
	○
	

	３月１８日（ 土 ）

（10:00～12:00）
	茶話会
	○○集会場
	高齢者・子ども・障がいのある方他
	１５人
	
	○
	

	計
	
	５回
	６回


※　内容を分かりやすく詳細に記載してください。毎回、同じ活動でも「〃」という表記はせず、記載をお願いします。

※　「対象となるサロン利用者の参加予定人数」の欄は、サロン利用総参加人数のうち、６５歳以上の高齢者、障害のある方及びそれに準じる方、１８歳未満の方及びその保護者又は家に閉じこもりがちな方の参加予定人数の該当する欄に○を入れてください。

ふれあいサロン補助金上限額計算書

【基礎補助金計算】

　開催月に〇をする。


　４月・５月・６月・７月・８月・９月・１０月・１１月・１２月・１月・２月・３月

　

　　　　　　　　　　　　　　１２　　回×４，０００円＝　　　４８，０００　円　・・・・①

【加算計算】（加算申請する場合）

（1） 利用者数（月に複数回開設の場合は、最大人数の日を数える）

　　

ア）１０人以上２０人未満の場合　　　　　　　　　　　５　　回×　　５００円＝　　２，５００　円　・・・②
　　

　イ）２０人以上の場合　　　　　　　　　　　　　　　　６　　回×１，０００円＝　　６，０００　円　・・・③


注）１０人未満は加算の対象となりません。


（２）開設回数

　　ア）3回以上開設した月に　〇印　　　　　　　　　　月／回×５００円＝　　　　円　・・・ ・④

　　

　　　４月・５月・６月・７月・８月・９月・１０月・１１月・１２月・１月・２月・３月

【補助上限額】

　　　　　　　　　　  48,000+2,500+6,000
　　　　　　　　補助上限額（①＋②＋③）　　　　　　　　５６，５００　円　　・・・・⑤

様式第３号（第７条関係）

収支予算書

【　収入の部　】

	項　　目
	内　　訳
	金　　額（円）

	ふれあいサロン活動促進事業補助金
	上限額計算書の⑤と【支出の部】Ｃ の金額の少ない方
	５６，５００

	参加費
	参加者から会費　＠100円
	１５，０００

	寄付金
	
	

	助成金
	
	

	自己資金
	
	２，１００

	
	
	

	合　　計
	
	７３，６００




２　【支　出】

	項　　目
	支　出　の　内　容
	活動費総額（円）
	左のうち補助対象となる金額（円）

	茶菓子代
	お茶の葉、お菓子
	２５，０００
	２５，０００

	食料費
	ジャガイモ、玉ねぎ、カレー
	１０，０００
	１０，０００

	食料費
	弁当、出前食
	１５，０００
	―

	事務費
	マジック等、事務用品他
	３，１５０
	３，１５０

	使用料
	集会場使用料
	４，０００
	４，０００

	物品購入費
	急須、湯呑み
	１０，０００
	９，８５０

	報償費
	講師お礼
	６，０００
	６，０００

	運送費
	参加者送迎車代
	４５０
	４５０

	
	
	
	

	
	
	
	

	合　　計
	
	７３，６００
	５８，４００
（100円未満切り捨て）


注1）収入 (Ａ)の合計金額が、支出「活動費総額」(B)の合計額と同額であるか確認してください。

注2）活動報告書（様式第６号）の提出時に、収支決算書（様式第９号）とともに、領収書（写し）の提出が必要になります。


（第７条関係）

（　　枚の内　　枚目）

構成員名簿

	
	氏　　名
	住　　所
	電話番号

	１代表者
	三木　太郎
	三木市上の丸町〇〇〇○
	８２－○〇〇〇

	２会計
	吉川　花子
	三木市○〇町○○
	８５－○〇〇○

	３
	細川　次郎
	三木市○○町○○
	８５－○〇○〇

	４
	志染　三郎
	三木市○○町○○
	８３－○〇〇○

	５
	別所　花子
	三木市○〇町○○
	８２－○〇〇○

	
	金物　太郎
	三木市○○〇町○○
	８３－○〇〇○

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注）この用紙に記入された個人情報は、本事業以外の目的で使用することはありません。

記入例





本人の手書き（署名）の場合のみ押印不要





代表者の住所を記入





活動の対象者が特定されている場合や、趣味の集まりなどは不可








様式第３号（収支予算書）のＢの額








記入もれのないように





様式第３号（収支予算書）のＤの額











総利用者数ではなく「補助の対象となる利用者」の人数を記載


※構成員は含まない








当該年度の４月１日から


翌３月３１日までの間で補助条件を満たす活動予定日を記入





構成員を除く





内容が「サロン」は不可





月に複数回開催の場合は最大人数の日に〇を付ける





１日に複数活動した場合でも活動実績は１日





補助対象となる活動を行うサロンが月１回以上の開催が必要








基礎補助金の上限額であり支給額ではありません。





様式第２号（年間開設計画書）の「参加者予定人数」の開催回数の計を記入











下記で○印がついた月数を記入














加算補助金の上限額であり支給額ではありません。





様式第２号（年間開設計画書）で１月３回以上開催予定の月に○印














補助の上限額であり　支給額ではありません














Ｄ





Ａ





ＡとＢの合計金額一致





Ｃ





Ｂ





食材費：弁当、出前、酒類等は対象外


運送費：構成員の移動は対象外


報償費：構成員を対象とするものや、講師が


構成員の場合は対象外








